
FuelEU Maritimeへの対応準備

FuelEU Maritime制度の導入開始まで1年を切りました。この制度の導入により、EU/EEA加盟国内の港湾を発
着する船舶は、炭素強度の低い燃料を用いた運航を義務づけられるようになり、違反した場合は多額の罰金を
科されるおそれがあります。
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本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情

報に依拠することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。本記事の内容は専門的助言を構成するものではなく、当

該情報への依拠は全て利用者の責任において行われるものとします。Gard ASならびにその関連会社（ガードジャパン株式会社を含む）、代理人および従業員

は、提供された情報への依拠により生じるいかなる種類の損失、費用または損害についても、それがGard AS、その株主、コレスポンデントまたはその他の寄

稿者のいずれを情報源とするかを問わず、一切の責任を負わないものとします。

また、本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻

訳されております。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完

全な翻訳であることを証するものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻

訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡ください。



海運業界、その中でも特に船主の方々はこの数年、脱炭素化に関する規制が次々と施行さ
れ、その対応に苦心されていることと思われます。2023年には、運航船の燃費性能指標
（EEXI）と燃費実績格付け制度（CII）が導入。今年2024年には、欧州連合ĀāĂă制度
（EU EĄS）が海運ąクĆーにćĈされました。そして、ĉ年202Ċ年には、FuelEU Maritime
が導入されます。

FuelEU Maritimeは、EUのċČčĎďĐパđĒージēFit Ĕĕr ĖĖėにおいて海運を対Ęとした
2つ目のďĐで、船舶がę用する燃料のĚěĜĝガス（GĞG）強度のğĠ、ġ上Ģ源のę用
ģĤ、eアンĥĦアħeメĆĨーĩなどĪ生īĬĉのĭ生Į能燃料（įFİıĲ）のę用ģĤを
目的としたものです。

段階的な削減

船舶のGĞG強度は、ĳĴĩĵーのメガジĶーĩ（Mķ）当たりのCĲ 2 ĸ当ĀāĹをĺラĻļ
Ľし、ľCĲ 2 e/MķというĿŀでŁされます。CĲ 2 eというĿŀをęうのは、CĲ 2 そのもの
だけでなく、メĆンħłŃ化ń素も対ĘとしているたŅです。2024年ņŇより、これらの
GĞGは全て、EUのňŉŊ報ŋŊŌ証（Mįō）制度にŎづŏĀā報ŋが義務づけられるよう
になりました。GĞG強度のŎ準ŐはőņŒņœľCĲ 2 e/Mķとなっています。これは、EU Mįō制度
にŎづŏ報ŋされた2020年における船舶のę用燃料のGĞG強度のŔŕŐです。2020年に船
舶でę用された燃料のĈŖはĞFĲとMŗĲがŘŅており、このŔŕŐにはこれら2つの燃料の
GĞG強度がĈŏく反řされています。202Ċ年より、船舶はGĞG強度の低い燃料を用いて運
航しなけれŚなりません。GĞG強度の上śŐはŜŝ的にăŏŞşられます。まず202Ė年から
は2020年Šで2šăŏŞşられ、ŢőŒ34ľCĲ 2 e/Mķとなります。20ţ0年からはăŏŞşŤが
œš（上śŐťŢĖŒœőľCĲ 2 e/Mķ）となり、ŦŧはĊ年ごとにこのŤがŨしていŏ、ũŪ的に
20Ė0年にはŢ0š（上śŐťņŢŒ23ľCĲ 2 e/Mķ）となります。

ũūのGĞG強度が2020年のŎ準ŐよりもŬいと、規ŭのGĞG強度をクŮアするには、その
分、そのůのăŏŞşŤもĈŏくなることになります。



ŰņŒ FuelEU Maritimeで規ŭされている船舶ę用燃料のGĞG強度の2020ű20Ċ0年までのă
ŏŞşŤ

Ų種燃料のGĞG強度（ųŴťĀā係数）はŵellŶtĕŶŵaŷe（ŵĄŵ）ŸースでŹĽされます。
つまり、燃料のźŻŊżŽŊ燃žにſうGĞGĀāĹ全てが含まれるということです。燃料は
種類によってそれƀれGĞG強度がƁまっています。ƂƃŚ、ĺレーアンĥĦアとƄĩー/ĺ
ŮーンアンĥĦアとではźŻ方ƅがƆなるたŅ、GĞG強度もĈŏくčわってŏます。また、
Ƈ料ħƈ料からźŻされるバイƉ燃料は環ƊにƋƃる負ƌがĈŏいとみなされ、化ƍ燃料と
ƎじĀā係数がƏ用される点にも注意がƐƑです。

適用対象と対応スケジュール



EU EĄSとƎじく、FuelEU Maritimeはī品またはƒƓをżŽするƔトン数Ċƕ000トンŦ上の
Ɩ船にƏ用されます。EU/EEA加盟国の港湾Ɨの航海については、航海における燃料Ƙ費Ĺ
のņ00šが対Ęに、EU/EEA加盟国の港湾とEU/EEA加盟国Ŧƙの港湾Ɨの航海については、
燃料Ƙ費ĹのĖ0šが対Ęとなります。ただし、ƒƓを運ƚƛƜŮーによる一Ɲの航海などは
Ə用対Ęƙです。規ƞをƟƠすべŏ対Ęについては、欧州ơ員会はƢƣ、本船のISMコード
にŎづく義務を負っている事業Ƥが対ĘとなるとのƥƦをŁ明しており、船主またはISM
コードにŎづく義務を負うことにƎ意したその他のƧƨをƟƠ対ĘとしたEU EĄSとはƆなっ
ています。

202Ė年ņŇņ日からは、ƐƑなデーĆの記ƩがƪŅられるようになります。デーĆの報ŋにつ
いては、ŦŞのスĒジĶーĩで行います。Ŋƫ証者によるデーĆのFuelEUデーĆŸースへの
アđƬƭード（Ʈ年3Ň3ņ日まで） Ŋ違反にſう罰金のƯ払い（Ʈ年ĖŇņ日） Ŋƫ証者によ
るFuelEUƏ合証ưの発行（Ʈ年œŇ30日まで）。

船主がũもƱƲに対応しなけれŚならないのは、指ŭしたƫ証者にĥĦĆŮンĺƬランを提
āすることで、2024年ŢŇ3ņ日がƳśとなっています。Ƭランには、船上でę用する燃料の
Ĺ、種類、Āā係数をどのようにĥĦĆŮンĺŊ報ŋするのか、その方ƅを記ƴするƐƑが
あります。

規則を遵守するための対策

FuelEU MaritimeをƟƠするたŅに、海運会社はどうすれŚよいのでしƵうか。ƶƳ的に考
ƃれŚ、įFİıĲをę用することが一Ʒの対ĐといƃるでしƵう。FuelEU Maritimeでは、
įFİıĲのę用をさらにģすたŅに、このĆイƬの燃料をę用した場合、GĞG強度が本ĉの
ŐのŖ分としてŹĽされます。ただ、当ƸはįFİıĲの供ƹĹħこの燃料に対応でŏる船舶の
数がśられているたŅ、ŦŞのような対ĐもųƺƐƑになるでしƵう。



ƻ ũもĜĝ的と思われる対ĐはバイƉ燃料のę用です。従ĉの燃料とƼ合することでGĞG強
度を十分にğĠすることがでŏます。ただし、Ƈ料ħƈ料を原料としていないものにśられ
ます。バンƽーサƬライƾーは、FuelEU Maritimeで義務づけられている燃料の炭素強度
と、燃žĀāĹのŹĽに関するƿŭの日付を記したSuǀtaiǁaǂilitǃ AǁǁeǄをバンƽーデŮバ
ŮーĨート（ıŗİ）にǅ付して提āすることがƪŅられます。
ƻ ǆǇǈ助ǉĤǊスǋĻ（ŵAǌS）を導入する船舶もŨƃてŏています。このǊスǋĻを船舶
にĂり付けた海運会社はēǆǇ特Ǎ係数（ŵiǁd įeǎard FaǏtĕr）ėが付Ƌされ、ę用燃料
のGĞG強度の合ŹをăŏŞşることがでŏます。ǐǑǒǊスǋĻħǓċǔǕなどĳĴĩĵー
ĜŤをŬŅるǖǗは他にもありますが、こうした特Ǎ係数がƋƃられるのはǆǇǉĤだけで
す。
ƻ 港での係ǘ中はġ上Ģ源（ĲǁǀǙĕre ǌĕǎer Supplǃ ǚĲǌSǛ）をęうのもよいでしƵう。GĞG
強度がǜƭとしてǝわれます。なお、FuelEU Maritimeの開始時点ではĲǌSのę用は任意で
すが、2030年からは、ĲǌSがある港湾ではǞƓ船にそのę用が義務づけられ、違反した場合
に罰金が科されるようになります。もǟǠん、港湾のǡ備Ǣǣħ船舶の対応能Ǉ次Ǥですの
で、当ƸはĲǌSのę用はśられるでしƵう。

船上CĲ 2 Ǒǒ（ĲCC）については、今のとこǠGĞG強度のǥǦはありませんが、ƅ制化が
ǧŭされている202Ǩ年にƥǩしがĭƫǪされるĮ能性があります。

違反した場合に科される多額の罰金

国ǫ海事Ǭ関（IMĲ）が実施するCII制度とはƆなり、FuelEU Maritimeに違反した場合は多
額の罰金を科されるĮ能性があります。罰金額は、GĞG強度の上śŐをǭǮした燃料Ƙ費分
に対してōǯSFĲ 1MĄĸ当Ĺ当たり2ƕ400ǰーƭとしてŹĽされます。欧州ơ員会のǱĽによ
ると、従ĉ燃料（ĞFĲņ2ƕ000トン、MŗĲņƕ000トン）を燃žし、港でĲǌSをę用するコンǋ
ǲ船ņǳは、Ə格なバイƉ燃料ħįFİıĲに切りǴƃたり、ŵAǌSをę用でŏるようǵŻした
りする対Đを一切ǶじずにEU/EEA加盟国Ƿ内での航海に従事した場合、GĞG強度の上śŐ
がœšăŏŞşられる2030年Ŧŧは、Ʈ年ņņ0Ǹǰーƭの罰金が科されることになります。

バイƉ燃料ħįFİıĲのǹ格の上Ǻは、こうした罰金を科されるĮ能性をさらにŬŅること
になります。また、EU EĄSのĀāǻĂăǹ格は202ţ年ǼŖは100ǰーƭǽ度まで上Ǻしたも
のの、Ƣƣはœ0ǰーƭをŞǑっていることから、Ǿ備ǿȀȁを考ƃるǫにはこのǹ格も考Ȃ
しなけれŚなりません。



プーリングとバンキング

CIIとƆなり、実GĞG強度が上śŐをŞǑった場合は、ȃȄ分を船舶ƗでȅȆ（ƬーŮン
ĺ）したり、ȇ年ŦŧにȈȉ（バンȊンĺ）したりすることがでŏます。こうした制度は、
海運会社にȋしい代Ǵ燃料船へのǿȀをģすたŅにǾけられたものです。これによって、上
śŐよりも実GĞG強度がはるかに低くなるアンĥĦア燃料船（eアンĥĦアをę用する場
合）などをȌ入する船主がāてくるかもしれません。こうした代Ǵ燃料を導入した船舶に
よって生まれたȃȄ分をƎじ船主のƛŮート内でƬーĩし、従ĉ燃料をăŏȍŏę用してい
る船舶にȎりȏれŚ、ƛŮート全ƤでGĞG強度の上śŐをŞǑることがでŏるでしƵう。

Ƭーĩの対ĘȐȑはƎ一船主のƛŮートだけにśられません。Ȓ社のƛŮート内でƬーĩし
てもまだȃȄ分がある場合、このƬーŮンĺ制度によってųの船主にȓȔすることもでŏま
す。

また、ȃȄ分をēȈȉėして、GĞG強度の上śŐがさらにăŏŞşられるȇ年Ŧŧにęうこ
ともでŏます。つまり、EU EĄS制度のĀāǻをĂăしてȋたなǒȕ源を生みāせるのとƎȖ
に、FuelEU Maritime制度も船主にとってはǒ入をȗるǬ会となりうるのです。

制度開始に備えて

FuelEU Maritime制度の導入にȘけて船主はどのような準備をすれŚよいのでしƵうか。
2024年ŢŇ3ņ日がƳśとなっているFuelEUĥĦĆŮンĺƬランの提āの他に、船主とș船者
は、このȁGĞG強度の上śŐがŞがったとŏにも規制をƟƠでŏるよう、ƐƑなȚțをș船
ȜȝにȞりȟんでおくとよいでしƵう。上śŐをŞǑるには、ĠȠ航海を行うなど運航方ƅ
をƥǩすだけではȡしく、GĞG強度の低い従ĉ燃料ħƏ格なバイƉ燃料、įFİıĲをę用す
るか、ŵAǌSȢȣをĂり付けなけれŚなりません。そのǫには、制度を確実にƟƠするたŅ
にどのようなȤȥでĤŅるのがƏ切か、船Ȧȧ会に助言をƪŅることがƐƑです。



ŭƳș船Ȝȝの標準ư式ではȆȨ、船主はș船者に対してƏ格なバイƉ燃料ħįFİıĲのę
用をȩじるȪ利はƋƃられていません。また、ȢȣをĂり付ける場合も、Ăり付けにかかっ
た時ƗħȢȣȌ入費は船主負ȫとなり、燃料Ƙ費ĹのğĠにƥ合ったș船料Ũ額などのȬȭ
をȮけることはでŏません。そこで、こうした問ȯをƦƁするたŅにƢƣĂりƧみがĤŅら
れています。Gardもơ員を務ŅているȰĩȱđク国ǫ海運ȧȲ会（ıIMCĲ）のȳơ員会で
は、FuelEU Maritime aǁd ıiĕĔuelǀȚțのĐŭが行われています。船主とș船者のƗでも、
こうしたȚțをȴȒにĐŭしようというĎŏがāてくるでしƵう。Gardは今ůもȚțのĐŭ
Ǣǣħ、規制に関して明確になった点、それらに対する業界の反応を注ŉし、ũȋ情報を提
供してまいります。

CIIħEU EĄSの場合とƎȖ、FuelEU Maritime制度の導入によって生じる費用を分ȫするたŅ
にș船ȜȝをǵŅたりȚțをȵ正したりすることは、ș船者にとってはȮけ入れがたいこと
かもしれません。しかし、脱炭素化がȶȠにĤむ今、ƶƳ的なȧǇ関係をȷんでおけŚůで
そのȬȭにあずかることがでŏるでしƵう。

関連資料

EU EĄSťƟƠに関するȸƑなポイントの明確化 Ŷ Gard 

ǆǇǉĤがもたらすメŮđトとȋたなŮスク Ŷ Gard 
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